
規 則

告 示

�愛媛県規則第４９号
歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則

歯科技工士法施行細則（昭和３１年愛媛県規則第３９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第２号（第４条関係）

歯科技工士国家試験合格証明書交付願書

省略

様式第２号（第４条関係）

歯科技工士試験合格証明書交付願書

省略

附 則

この規則は、平成２１年９月１日から施行する。

�愛媛県告示第１０９１号
愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開示請求をすることができる個人情報（平成１４年３月愛媛県告示第７０１号）

の一部を次のように改正し、平成２１年９月１日から施行する。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
規 則

○ 歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則…………………………７７３

告 示

○ 愛媛県個人情報保護条例第２７条第１項の規定による口頭による開

示請求をすることができる個人情報の一部改正………………………７７３

○ 医療機関の指定……………………………………………………………７７４

○ 施術機関の指定……………………………………………………………７７４
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○ 介護機関（居宅介護事業者）の指定……………………………………７７５

○ 介護機関（居宅介護支援事業者）の指定………………………………７７５

○ 介護機関（介護予防事業者）の指定……………………………………７７５

○ 指定介護機関（居宅介護事業者）の廃止の届出………………………７７６

○ 指定介護機関（介護予防事業者）の廃止の届出………………………７７６

○ 指定居宅サービス事業者の指定…………………………………………７７６

○ 指定居宅介護支援事業者の指定…………………………………………７７７

○ 指定介護予防サービス事業者の指定……………………………………７７７

○ 指定居宅サービス事業の廃止……………………………………………７７７

○ 指定居宅介護支援事業の廃止……………………………………………７７８

○ 指定介護予防サービス事業の廃止………………………………………７７８

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………７７８

○ 市営土地改良事業の計画の変更等の関係書類の縦覧…………………７７８

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………７７９

○ 建設業者の許可の取消し…………………………………………………７７９

訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令…………………………７７９

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告………………………７８０

○ 技能検定の合格者…………………………………………………………７８０

監 査 公 表

○ 監査結果に基づく措置の公表（４件）…………………………………７８２

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………７８５

毎週（火・金）曜日発行 第２０９５号 平成２１年８月２８日

平成２１年８月２８日金曜日 第２０９５号

愛 媛 県 報
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�愛媛県告示第１０９２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１０９５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

改 正 後 改 正 前

口頭による開示請求をする

ことができる個人情報の内

容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所

口頭による開示請求をする

ことができる個人情報の内

容

口頭による開

示請求をする

ことができる

期間

口頭による開

示請求をする

ことができる

場所試験等の

名称

開示する内容 試験等の

名称

開示する内容

省略 省略

歯科技工

士国家試

験

省略 歯科技工

士試験

省略

省略 省略

�愛媛県告示第１０９４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

社会福祉法人
恩賜財団済生会
小田診療所

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会

喜多郡内子町小田１３０番
地

平成２１年
６月１日

谷口耳鼻咽喉科 医療法人
谷口耳鼻咽喉科 伊予市下吾川９０５番地１ 平成２１年

７月１日

山 中 医 院 山 中 望 宇和島市広小路１番３１号 平成２１年
７月２１日

大洲ななほしク
リニック 戒 能 幸 一 大洲市東若宮１６番２号 平成２１年

８月１日

たけます診療所 竹 増 公 明 伊予市双海町上灘字安久
地甲５３５０番地１６

平成２１年
８月１日

浦上歯科医院 浦 上 富 雄 大洲市長浜甲２３０－５ 平成２１年
６月５日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

神 拝 鍼 灸 院 黒 川 栄 二 西条市神拝甲２３１番地１ 平成２１年
７月１日

こころ歯科医院 加 藤 秀 顕 新居浜市喜光地町一丁目
５番４号

平成２１年
７月１日

な ぎ さ 薬 局 有限会社
渚 薬 局 八幡浜市産業通６番２７号 平成２１年

８月１日

よつば薬局東若
宮店

よつばメディカ
ルサービス株式
会社

大洲市東若宮１６番２ 平成２１年
８月１日

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

武田脳神経外科 医療法人武田脳神経外科 今治市南高下町三丁目８１６番
地４

今治市南高下町三丁目２番１０
号 平成２１年６月２６日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

社会福祉法人
恩賜財団済生会
小田病院

社会福祉法人恩
賜財団済生会支
部愛媛県済生会

喜多郡内子町小田１３０番
地

平成２１年
６月１日

谷口耳鼻咽喉科 谷 口 昌 史 伊予市下吾川９０５番地１ 平成２１年
６月３０日

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号

７７４
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�愛媛県告示第１０９６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０９７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０９８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

山 中 医 院 山 中 一 清 宇和島市広小路１番３１号 平成２１年
７月２０日

浦上歯科医院 浦 上 富 雄 大洲市長浜甲２３０－５ 平成２１年
６月４日

こころ歯科医院 上 田 芳 宏 新居浜市喜光地町一丁目
５番４号

平成２１年
６月３０日

す い は 薬 局 株 式 会 社
ス エ ト ッ プ

四国中央市中之庄町２８４
－１

平成２１年
３月３１日

エビスヤ薬局重
信店

有限会社
エビスヤ薬局

東温市志津川１７１番地セ
ブンスター重信店内

平成２１年
６月１日

喜 光 地 薬 局 篠 永 文 雄 新居浜市喜光地町二丁目
３－４７

平成２１年
６月９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

平 山 猛 八幡浜市桧谷１０２６ ひらやま内科・呼吸器内科ク
リニック 八幡浜市桧谷１０２６ 平成２１年７月１日

ＮＰＯ法人ケア・サポート 今治市吉海町臥間４６番地２ ちかみシーサイド 今治市近見町一丁目７番５０号 平成２１年７月１７日

有限会社エンジェル・コール 西条市朔日市８０７番地 グループホーム杜の家 西条市朔日市８９２番地 平成２１年７月２１日

有限会社エンジェル・コール 西条市朔日市８０７番地 グループホーム水車の家 西条市周布４９４番地１ 平成２１年７月２１日

有限会社ひだまりの会 宇和島市川内甲２４６７番地３ 有限会社ひだまりの会デイサ
ービスセンターほで 宇和島市保手二丁目５番３１号 平成２１年７月２７日

株式会社アリックス 宇和島市朝日町四丁目６番５
号

アリックス指定訪問介護事業
所

宇和島市朝日町四丁目６番５
号 平成２１年８月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社お茶屋の里 新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号

居宅介護支援事業所お茶屋の
里

新居浜市西の土居町二丁目８
番２３号 平成２１年６月１１日

株式会社時の計画 八幡浜市松柏丙６９２番地１ 居宅介護支援あったかいご 八幡浜市産業通３５３－１ 平成２１年７月２１日

社会福祉法人まこと 四国中央市豊岡町大町字東原
２７８６番地２

居宅介護支援事業所しあわせ
の家

四国中央市豊岡町大町字東原
２７８６番地２ 平成２１年７月２７日

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号

７７５



��������������

��������������

��������������

�愛媛県告示第１０９９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１００号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届出があった。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

平 山 猛 八幡浜市桧谷１０２６ ひらやま内科・呼吸器内科ク
リニック 八幡浜市桧谷１０２６ 平成２１年７月１日

ＮＰＯ法人ケア・サポート 今治市吉海町臥間４６番地２ ちかみシーサイド 今治市近見町一丁目７番５０号 平成２１年７月１７日

有限会社エンジェル・コール 西条市朔日市８０７番地 グループホーム杜の家 西条市朔日市８９２番地 平成２１年７月２１日

有限会社エンジェル・コール 西条市朔日市８０７番地 グループホーム水車の家 西条市周布４９４番地１ 平成２１年７月２１日

有限会社ひだまりの会 宇和島市川内甲２４６７番地３ 有限会社ひだまりの会デイサ
ービスセンターほで 宇和島市保手二丁目５番３１号 平成２１年７月２７日

株式会社アリックス 宇和島市朝日町四丁目６番５
号

アリックス指定訪問介護事業
所

宇和島市朝日町四丁目６番５
号 平成２１年８月１日

株式会社新風会 大洲市徳森１４７７番地１ デイサービスセンター蒼月 西予市宇和町岡山５４５番地 平成２１年７月１日

株式会社新風会 大洲市徳森１４７７番地１ デイサービスセンター昴星 西予市城川町下相６９３番地 平成２１年７月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアサポートいまは
る

今治市北高下町四丁目４番２９
号

有限会社ケアサポートいまは
る

今治市北高下町四丁目４番２９
号 平成２１年６月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアサポートいまは
る

今治市北高下町四丁目４番２９
号

有限会社ケアサポートいまは
る

今治市北高下町四丁目４番２９
号 平成２１年６月１日

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号

７７６
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�愛媛県告示第１１０２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により、次のとおり指定居宅介護支援事業者を指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社ふゅうちゃあ デイホームふゅうちゃあ 愛媛県松山市山西町７４５ 平成２１年７月１日 通所介護

ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイ来住 愛媛県松山市来住町１３０７番５ 平成２１年７月１日 短期入所生活介護

株式会社サンランド デイサービスセンターそよ風 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲７２９番
地４ 平成２１年７月１日 通所介護

合同会社ＭＫ＆Ｋ デイサービスみるく 愛媛県宇和島市明倫町五丁目５番１３号 平成２１年７月１日 通所介護

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

指定年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人杉の子会 居宅介護支援事業所廣寿苑 愛媛県今治市南大門町三丁目５番地８ 平成２１年７月１日 居宅介護支援

株式会社時の計画 居宅介護支援あったかいご 愛媛県八幡浜市産業通３５３番１ 平成２１年７月１日 居宅介護支援

株式会社ウェルライフケアサービス ウェルライフケアサービス愛媛 愛媛県四国中央市下柏町６６１番地１ 平成２１年７月２５日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイ来住 愛媛県松山市来住町１３０７番５ 平成２１年７月１日 介護予防短期入所
生活介護

株式会社サンランド デイサービスセンターそよ風 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲７２９番
地４ 平成２１年７月１日 介護予防通所介護

合同会社ＭＫ＆Ｋ デイサービスみるく 愛媛県宇和島市明倫町五丁目５番１３号 平成２１年７月１日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ドリームコレクター ヘルパーステーション虹 愛媛県松山市和泉北一丁目１４－１７ 平成２１年６月３０日 訪問介護

社会福祉法人松野町社会福祉協議会 松野町社会福祉協議会 愛媛県北宇和郡松野町松丸１６６１番地１３ 平成２１年７月１日 訪問入浴介護

有限会社テイーエムコーポレーション デイホームすみれきたさや 愛媛県松山市北斎院町１０１７－４ 平成２１年７月１６日 通所介護

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号
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�愛媛県告示第１１０８号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・朝倉上地区）の計画の変更は、適当と認められるので、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第５項及び第４８条第

�愛媛県告示第１１０５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定により、指定居宅介護支援事業者から次のとおり指定居宅介護支援事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サー

ビス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１０７号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指定居宅介護支援事業者の名称
指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所

廃止年月日 サービスの種類
名 称 所 在 地

社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛
県済生会

社会福祉法人恩賜財団済生会在宅介護
サービスセンターひばりヶ丘 愛媛県松山市東山町１４３番地 平成２１年６月３０日 居宅介護支援

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

有限会社ドリームコレクター ヘルパーステーション虹 愛媛県松山市和泉北一丁目１４－１７ 平成２１年６月３０日 介護予防訪問介護

社会福祉法人松野町社会福祉協議会 松野町社会福祉協議会 愛媛県北宇和郡松野町松丸１６６１番地１３ 平成２１年７月１日 介護予防訪問入浴
介護

有限会社テイーエムコーポレーション デイホームすみれきたさや 愛媛県松山市北斎院町１０１７－４ 平成２１年７月１６日 介護予防通所介護

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第９２６１号 平成１８年
１０月３０日 中山住宅設備 中山 博 西条市喜多川６１０－２ 平成２１年

７月６日
土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１３５５８号 平成１８年
１０月２３日 �近藤電業社 近藤 薫 新居浜市角野３５１２－８ 平成２１年

７月６日 電気工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１４７５７号 平成１８年
６月２２日 渡辺建設� 渡邊 健嗣 四国中央市土居町津根４３

０
平成２１年
７月８日 左官工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１８）第１４７７３号 平成１８年
７月２７日 山内電工 山内 俊一 西条市朔日市６８２－２ 平成２１年

７月８日 電気工事業 建設業の廃止
（法人成り）

（般－２０）第１６３３２号 平成２０年
７月１５日 クリエイト伸 星川 真一 四国中央市妻鳥町１６７９－

１
平成２１年
７月８日 建築工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般・特－１９）第１６５２号 平成１９年
１０月８日 丹原建設� 安藤 直康 西条市丹原町今井２２５－

１
平成２１年
７月１６日 さく井工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１８）第６２９５号 平成１８年
８月３日 �大三建設 越智 博和 今治市石井町１－３－３６ 平成２１年

７月１６日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１７）第７２０７号 平成１７年
７月１８日 萬屋村上興業 村上 真子 今治市吉海町福田１３７６－

１
平成２１年
７月２３日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業、水道施設工事業

建設業の廃止

（特－２０）第１０９７１号 平成２０年
５月２日 森川産業� 森川 勝利 西条市三津屋東１－５ 平成２１年

７月２４日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号
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訓 令

９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり

関係書類を縦覧に供する。

平成２１年８月２８日

愛媛県東予地方局長 佐 伯 隆 志

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・朝倉上地区）

変更計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２１年８月３１日から９月３０日まで

３ 縦覧場所

今治市役所朝倉支所

�愛媛県告示第１１０９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年８月２８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�愛媛県告示第１１１０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県訓令第２１号
庁 中 一 般

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県庁事務決裁規程の一部を改正する訓令

愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分 組

織

名

事務の

種 類

事 項 決裁区分

知

事

専決者 知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２１中建管第１９３－６号

平成２１年８月１８日

東温市下林字八幡宮ノ下甲２４６番１、同市下林字明木谷丙１６４番２、同市下

林字タテワリ丙１６９番２、丙１７３番２、丙１７３番２０、丙１７３番４４

西条市神拝甲１３０番地の２

株式会社ファーム

代表取締役 久 門 渡

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般・特－１９）第１５８４号 平成１９年
４月１６日 三間建設� 兵頭 清 宇和島市三間町戸雁５０９ 平成２１年

７月３日
建築工事業、管工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１６）第１４２９２号 平成１６年
７月１５日 稲邪建設 稲邪 泰正 宇和島市妙典寺前乙５９２

－３
平成２１年
７月７日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１９）第４８１６号 平成１９年
８月２４日 石本建設 石本 久好 喜多郡内子町寺村２８２６ 平成２１年

７月２９日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１８）第１５１１８号 平成１９年
１月２５日 �堀建設 堀田 孝司 南宇和郡愛南町須ノ川８２

４
平成２１年
７月３１日

土木工事業
とび・土工工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号
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医

療

対

策

課

１～７

省略

医

療

対

策

課

１～７

省略

８ 歯

科技

工士

法の

施行

に関

する

事務

１ 省略 ８ 歯

科技

工士

法の

施行

に関

する

事務

１ 省略

２ 歯科技工士国家試験の実施（歯科

技工法の一部を改正する法律（昭和

５７年法律第１号）附則第２条）

○ ２ 歯科技工士試験 の実施（歯科

技工法の一部を改正する法律（昭和

５７年法律第１号）附則第２条）

○

３・４ 省略 ３・４ 省略

９～１８

省略

９～１８

省略

附 則

この訓令は、平成２１年９月１日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成２１年７月１１日から８月８日までの間に実施した技能検定の合格者は、次のとお

りである。

平成２１年８月２８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２１年８月１３日 特定非営利活動法人 にこっと � � 朱 美 松山市鷹子町６１１番地８ この法人は、経済衰退の主たる原因である未婚
及び晩婚に伴う少子化を解消するため、多様な
セクターと相互推進型の協働を図りながら、
「めぐり会いの場創出」と「コミュニケーショ
ンスキルの育成を通した社会関係資本の蓄積」
を目指す。また、人と地域社会の繋がりを作る
中で自らの能力を生かして自分らしく、自由に
生活できる社会を目指すことを目的とする。

造園（造園工事作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ｂ １

鋳造（鋳鉄鋳物鋳造作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２ Ｂ １ Ｂ ２

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号

７８０



機械加工（普通旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６

Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２３

Ａ甲 ２４ Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ａ甲 ２８ Ａ甲 ２９

Ａ甲 ３０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２ Ａ甲 ３３ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３５

Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７ Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４０ Ａ甲 ４１

Ｂ １ Ｃ １ Ｄ １

機械加工（数値制御旋盤作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｄ １

機械加工（マシニングセンタ作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５

工場板金（曲げ板金作業）

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

機械保全（機械系保全作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ｃ １

機械保全（電気系保全作業）

３級

受 検 番 号

Ｃ １

電子機器組立て（電子機器組立て作業）

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ｂ １ Ｃ １

フラワー装飾（フラワー装飾作業）

３級

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号

７８１



監 査 公 表

�公表第２７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年８月２８日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

�������
�公表第２８号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年８月２８日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３

Ａ甲 １４

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

産 業 政 策 課 平成２０年１０月１６日

労 政 雇 用 課 〃

建 築 住 宅 課 平成２０年１０月２２日

（監査の結果）

１ 企業立地奨励金等返還金については、早期収入に努力が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 ３４，７９６，０００

計 ３４，７９６，０００

（産業政策課）

２ 地域改善対策職業訓練受講資金等貸付金償還金については、収入未

済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ０ １５６，６００ １５６，６００

１８年度 ２６，１００ １３０，５００ １５６，６００

差引増減 △２６，１００ ２６，１００ ０

（労政雇用課）

３ 住宅貸付損害金については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に、より一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ２，９９４，４６７ ２４，７０１，７６２ ２７，６９６，２２９

１８年度 ３，１７２，４９３ ２１，５２９，２６９ ２４，７０１，７６２

差引増減 △１７８，０２６ ３，１７２，４９３ ２，９９４，４６７

（建築住宅課）

（措置の内容）

１ 債務者のＡ社は、脱税事件を起こし、国税当局の差押えを受け、休

眠状態となったため未収となっているものであるが、平成２０年度中に

は返納されなかった。

今後も元社長宅への訪問や弁護士との協議を続けるなど、鋭意、返

還金の回収に努めてまいりたい。 （産業政策課）

２ 平成２０年８月、未償還の３名及び連帯保証人に対して償還依頼の通

知を送付したところ、うち１名の連帯保証人から償還の意思が示され、

９月に同保証人から１名分の未償還額全額（３４，８００円）の償還があっ

た。これにより、収入未済額は１５６，６００円から１２１，８００円に減となっ

た。

残る２名についても、本人や連帯保証人への電話連絡等を行い、引

き続き、滞納額の回収に努めてまいりたい。 （労政雇用課）

３ 平成１９年度末時点における住宅貸付損害金（６６名２７，６９６，２２９円）の

滞納者に対しては、滞納する住宅貸付料の未収分（３１，６６３，２８０円）と

ともに催告通知及び訪問指導等を行い、回収に努めた。

２０年度においては、住宅貸付損害金については１名８０，０００円の納入

があり、住宅貸付料の未収分については１名６４０，０００円について時効

援用の申立てがあり、２名２０，０００円について納入があった。

しかしながら、新たに住宅貸付損害金１３名１，８７９，５７６円、併せて滞

納する住宅貸付料の未収分３，４０３，３００円が発生したことから、収入未

済額は２０年度末現在で住宅貸付損害金が２９，４９５，８０５円、住宅貸付料の

未収分が３４，４０６，５８０円となった。

なお、平成２０年１０月から退去者滞納家賃の収納業務については、債

権回収会社に委託し、２０年度末現在で１７８，１００円の納入があったとこ

ろであるが、引き続き地方局及び委託先と連携しながら収入確保に努

めるとともに、より一層の収入未済額の縮減に努めてまいりたい。

区 分

収入未済額（円）

住宅貸付損害金
（収入未済額）

住宅貸付損害金
請求者に係る住
宅貸付料

計

２０年度末現在 ２９，４９５，８０５ ３４，４０６，５８０ ６３，９０２，３８５

１９年度末現在 ２７，６９６，２２９ ３１，６６３，２８０ ５９，３５９，５０９

差引増減 １，７９９，５７６ ２，７４３，３００ ４，５４２，８７６

（建築住宅課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

教 育 総 務 課 平成２０年１０月２３日

人 権 教 育 課 平成２０年１０月１６日

（監査の結果）

１ 奨学資金特別会計における奨学資金貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減に、より一層努

められたい。

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号

７８２
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�公表第２９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年８月２８日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １２，０７４，０００ １０，５５６，０００ ２２，６３０，０００

１８年度 ８，２０８，０００ ７，４４８，０００ １５，６５６，０００

差引増減 ３，８６６，０００ ３，１０８，０００ ６，９７４，０００

（教育総務課）

２ 地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還金については、納期

限内の収入確保に努めるとともに、収入未済額の縮減に、より一層努

められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ４６，７０３，１９８ １９２，０７４，０２９ ２３８，７７７，２２７

１８年度 ４６，１０３，３５２ １５２，１４５，６０４ １９８，２４８，９５６

差引増減 ５９９，８４６ ３９，９２８，４２５ ４０，５２８，２７１

（人権教育課）

（措置の内容）

１ 奨学資金貸付金の償還については、奨学生の新規採用時及び貸与終

了時に、学校長を通じ奨学金制度の趣旨や社会人になってからの奨学

金返還義務等を指導するとともに、卒業後も、納入通知書発行に先立

ち、返還を開始する者全員に事前の電話連絡により納入期限の厳守を

指導している。また、２０年度からは、督促・返還指導等を業務とする

「奨学生指導員」（非常勤嘱託）を２名に増員し、係員とも連携しな

がら、未納者本人や連帯保証人等に対する訪問や電話による返還指導

を行うなど、滞納繰越額の縮減に努めており、１９年度末現在の未収額

２２，６３０，０００円について、２０年度は９，０５６，０００円を収納し、滞納繰越額

は１３，５７４，０００円となった。

しかし、旧育英会移管分の返還開始に伴い、返還者が増大したこと

などから、２０年度新たに２４５件１８，３８０，０００円の未収金が発生したため、

２０年度末現在の滞納額は過年度分と合せて３１，９５４，０００円となった。

今後は、さらにきめ細かな返還指導を徹底し、納期限内の収入確保

と収入未済額の縮減に努めたい。 （教育総務課）

２ 平成２０年度における地域改善対策高等学校等就学奨励費貸付金償還

金については、１２３，７７３，３１８円の調定額に対し、収納額７３，９８４，８５１円

（収納率５９．７７％）となり、前年度比で１．７３ポイント改善されている。

滞納繰越額については、償還金の未納者に対して、督促状の発行や

通知文書に未納額を掲載して納入を促すとともに、担当職員が直接、

奨学生本人や保護者と面談するなどして返還指導を実施した結果、２０

年度中に２，５１５，６３３円を収納し、２１年３月末現在の滞納繰越額は、２

３５，７６９，８９７円となったが、２０年度に新たに４９，７８８，４６７円の未収入金が

発生したことから、２０年度末の滞納繰越額は２８５，５５８，３６４円となって

いる。

今後も引き続き、各種文書の送付や市町訪問により奨学金制度の趣

旨について意識啓発を行うほか、奨学生本人や保護者との面談等によ

り貸付金の返還指導を行い、納期内収入と収入未済額の縮減に努めた

い。 （人権教育課）

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

警 察 本 部 平成２０年１０月１４日

（監査の結果）

１ 損害弁償金については、適切な債権管理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１７年度 ４２９，０００

１９年度 ９２４，０００

計 １，３５３，０００

２ 放置違反金については、納期限内の収入確保に努めるとともに、収

入未済額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １２，４６８，０００ ７，６５０，０００ ２０，１１８，０００

１８年度 １０，０１１，０００ ０ １０，０１１，０００

差引増減 ２，４５７，０００ ７，６５０，０００ １０，１０７，０００

３ 放置違反金に係る延滞金については、収入未済額の縮減に一層努め

られたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １２５，７００ ２，０００ １２７，７００

１８年度 ４，２００ ０ ４，２００

差引増減 １２１，５００ ２，０００ １２３，５００

（措置の内容）

１ 損害弁償金の未収金については、平成１７年度分は、債務者が納期を

過ぎても当該債務を履行しないため、督促状を手交し、期限を指定し

て催告していたが、納入がないまま所在不明となり連絡ができないこ

とから、早期の納入は困難な状況である。今後、親族等を通じて所在

確認し、早期の納入を図ることとしたい。平成１９年度分は、債務者に

支払能力がないことを確認していることから早期の納入は困難である

が、今後、債務者の支払能力を定期的に確認するなどして納入を図る

こととしたい。

２ 放置違反金については、督促状の送付、電話による催告、早期の財

産調査を行うとともに、違反車両の道路運送車両法に定める継続検査

の拒否を行うなど、厳格かつ積極的に滞納処分を進めた。その結果、

平成１９年度未収入金２０，１１８，０００円（１，３０１件）が平成２０年度末現在で

１５，５６２，７６３円（１，００７件）となった。今後とも放置違反金の納期限内

の収入確保に努めるとともに、差押え等の滞納処分を積極的に実施し

て収入未済額の縮減に努めたい。

３ 放置違反金に係る延滞金については、郵送、電話による催促を実施

し、積極的に滞納処分を進めた。その結果、平成１９年度未収金１２７，７

００円（７１件）が平成２０年度末現在で１１９，８００円（６７件）となった。今

後とも放置違反金に係る延滞金の納期限内の収入確保に努めるととも

に、収入未済額の縮減に努めたい。

愛 媛 県 報平成２１年８月２８日 第２０９５号

７８３



�公表第３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年８月２８日

愛媛県監査委員 白 石 友 一

同 明 比 昭 治

同 河 野 忠 康

同 和 氣 政 次

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

中 予 地 方 局

産 業 経 済 部 平成２０年９月８日

建 設 部 〃

久 万 高 原 土 木 事 務 所 〃

南 予 地 方 局

大 洲 土 木 事 務 所 平成２０年７月２９日

（監査の結果）

１ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ３，９６５，０００

計 ３，９６５，０００

（中予地方局産業経済部）

２ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１６年度 ９７，０１６

計 ９７，０１６

（中予地方局産業経済部）

３ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保と収入未済額の縮

減に、引き続き努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 １８，７７３，４００ ４０，３５７，０８０ ５９，１３０，４８０

１８年度 １７，７７１，７００ ４２，８８６，５８０ ６０，６５８，２８０

差引増減 １，００１，７００ △２，５２９，５００ △１，５２７，８００

（中予地方局建設部）

４ 損害弁償金については、早期収入に努力が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 ６３３，０００

計 ６３３，０００

（中予地方局建設部）

５ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ９７０，１５０

１９年度 ９７，６００

計 １，０６７，７５０

（中予地方局建設部）

６ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１９年度 １７，７８８

計 １７，７８８

（中予地方局建設部）

７ トランスファークレーンのディーゼルオイルほかの購入契約につい

て、年間購入見込額が１６０万円を超えるため競争入札により契約すべ

きところ、特定の業者との反復した随意契約としていた。

（中予地方局建設部）

８ 草刈作業車のリース契約について、当初契約時、他に草刈機能を有

する車両が販売されていたにもかかわらず、経済性を比較検討するこ

となく長期継続契約を締結して、１９年度においてもリース料を支出し

ていた。 （中予地方局久万高原土木事務所）

９ 県営住宅貸付料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、

収入未済額の縮減に一層努められたい。

区 分
収入未済額（円）

備 考
現 年 度 分 滞納繰越分 計

１９年度 ４７１，８００ １６２，４００ ６３４，２００

１８年度 １８２，７００ ０ １８２，７００

差引増減 ２８９，１００ １６２，４００ ４５１，５００

（南予地方局大洲土木事務所）

１０ 違約金（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管理

が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 ２２０，５００

計 ２２０，５００

（南予地方局大洲土木事務所）

１１ 延滞利息（工事請負契約に伴うもの。）については、適切な債権管

理が望まれる。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１３年度 １，０１９，６５０

計 １，０１９，６５０

（南予地方局大洲土木事務所）

（措置の内容）

１ Ａ社の違約金については、平成１５年２月７日、同社が破産宣告を受

けたため、平成１５年２月２５日に「債権届書」を地方裁判所に提出した。

その後、破産者の資産（油圧シャベル４台）を占有する別の債権者

と破産管財人との間で、資産の所有権をめぐり係争となり、二審で当

該債権者が破産管財人側に２５０万円を支払うことで、平成１９年３月に

和解した。

この結果、２５０万円の収納を受けて平成１９年９月２０日破産管財人か

ら配当措置が行われたが、破産管財人報酬、国税への配当が優先され、

本件債権への配当はなかった。

平成１９年１０月１７日に破産手続の廃止が決定し、同年１０月２３日に法人

登記簿が閉鎖された。
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第４７号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２１年８月２８日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２０３，６０７

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，０７３

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６７，２６８

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

今後は、適切な債権管理を行いたい。 （中予地方局産業経済部）

２ Ｂ社分の延滞利息については、平成１７年３月２３日に調定し、納入通

知書を郵送したが、代表者が所在不明のため返送された。以降も所在

不明となっている。

しかし、商業登記簿、代表者住民票には、現在も変動はない。

会社及び代表者名義の土地や建物は、すべて抵当権者に抵当権を行

使され、競売されたため残っていない。

会社が存続していることから、今後も、代表者の住所を定期的に調

査するなど、債権回収に努めていきたい。（中予地方局産業経済部）

３ 県営住宅貸付料については、平成１９年度末時点で５９，１３０，４８０円の収

入未済額があった。滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、呼出し、

訪問等を行い納付指導に努めた結果、１６，１９８，９００円が納付され、６４０

，０００円を不納欠損処分したが、２０年度新たに２６，１８６，９００円が未収とな

ったことから、２１年４月末現在の収入未済額は６８，４７８，４８０円となった。

今後とも住宅貸付料の納期限内の収入確保に努めるとともに、滞納

繰越額の縮減に努めたい。 （中予地方局建設部）

４ 強制徴収に向けて財産調査を行うも、現在のところ預金、保険、給

与等差押えに適当な財産は見つかっていない。今後さらに財産調査を

進めるとともに、自宅訪問も繰り返し行い、早期の収入確保に努めて

いきたい。 （中予地方局建設部）

５ １３年度違約金の納入義務者であるＣ社は、１５年２月７日に地方裁判

所から破産宣告を受け、破産手続中であったが、１９年７月１１日、破産

管財人から同地裁へ「任務終了の計算報告書」の提出があった。債権

回収できたものは、管財人報酬及び公租公課に充当され、一般債権へ

の配当はなかった。

なお、同社は、同年１０月１７日に破産廃止決定確定、同２３日付けで破

産廃止決定確定の登記がなされ、即日、商業登記簿が閉鎖された。

今後は、適切な債権管理を行いたい。

１９年度違約金の納入義務者のうちＤ社は、２０年３月３日に破産手続

開始となったが、２１年２月４日、債権者集会において破産管財人から

「債権回収できたものは、管財人報酬及び抵当権者の債権等に充当し、

余剰なし」との説明があった。

なお、同社は、同年３月５日に破産手続廃止の決定確定、同６日付

けで破産手続廃止の決定確定の登記がなされ、即日、商業登記簿が閉

鎖された。

今後は、適切な債権管理を行いたい。

もう一方の納入義務者であるＥ社は、破産管財人により破産手続中

であり、推移を見守ることとしたい。 （中予地方局建設部）

６ １９年度延滞利息の納入義務者であるＦ社は、２０年３月３日に破産手

続開始となったが、２１年２月４日、債権者集会において破産管財人か

ら「債権回収できたものは、管財人報酬及び抵当権者の債権等に充当

し、余剰なし」との説明があった。

なお、同社は、同年３月５日に破産手続廃止の決定確定、同６日付

けで破産手続廃止の決定確定の登記がなされ、即日、商業登記簿が閉

鎖された。

今後は、適切な債権管理を行いたい。 （中予地方局建設部）

７ ディーゼルオイルの交換業務については、平成２０年１１月４日に競争

見積を実施し、単価契約済みである。（契約期間：平成２０年１１月５日

から平成２１年３月３１日まで）

２１年度においても同様に契約済みである。 （中予地方局建設部）

８ この草刈作業車の導入に当たっては、道路維持課において他県の導

入状況についての聞き取り調査等に基づいて機種の選定をしたもので

ある。

今後は、車両及び機械装置等の導入に当たっては、機種の選定を慎

重に行うとともに、契約手続に際しては競争性、透明性、公平性の確

保に努めてまいりたい。

また、本県が導入している車両は、多目的な用途に使用可能な機種

で、草刈作業のほかトンネル清掃やガードレール清掃などの道路維持

作業に使用しているところであるが、年間を通じて稼働できるメリッ

トを最大限生かし、今後一層の効率的な運用と稼働率の向上を図り県

民へのサービス向上に努めてまいりたい。

（中予地方局久万高原土木事務所）

９ 平成１９年度末滞納額が６３４，２００円あり、平成２０年１１月２５日に敷金７６

，０００円を滞納家賃に充当したため、滞納額は５５８，２００円となった。滞

納は１世帯の入居者によるもので法的措置により既に退去しており、

引き続き督促等を行うこととしたい。（南予地方局大洲土木事務所）

１０，１１ 平成１３年度の違約金及び滞納利息の未納については、代表社員

が平成１５年から行方不明であったが所在が判明したため、平成２０年７

月１０日に住所地を訪問し、債務者であることを確認した。その上で違

約金及び延滞利息の支払を催促したところ、債務者から時効援用の申

立てがあり、平成２０年７月１４日付けで時効援用申立書の提出を受けた。

時効を理由とする不納欠損処分はやむを得ないと認められるため、

平成２０年９月４日付けで不納欠損決議を行った。

（南予地方局大洲土木事務所）

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，２６８ １４，７５６

南 宇 和 郡 ２１，９１６ ７，３０６

松山市・上浮穴郡 ４２７，７７４ １３７，９６３

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５０，２５９ ５０，０８７

宇和島市・北宇和郡 ８７，２２８ ２９，０７６

八幡浜市・西宇和郡 ４３，６６５ １４，５５５

新 居 浜 市 １０３，０４３ ３４，３４８

西 条 市 ９３，７５５ ３１，２５２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５６，６８６ １８，８９６

伊 予 市 ３２，７８３ １０，９２８

四 国 中 央 市 ７６，５７４ ２５，５２５

西 予 市 ３７，２１４ １２，４０５

東 温 市 ２８，４４２ ９，４８１

平成２１年８月２８日 発行
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